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平成 30年４月９日 

各位 

                    会 社 名  株式会社 フ ジ 
                    代 表 者 名  代表取締役社長  尾 﨑 英 雄 
                            （コード番号8278 東証第一部） 
                    問 合 せ 先  常務取締役 

 企画・開発担当  松 川 健 嗣 

（電話番号 089-922-8112） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

  

当社は、平成 30 年４月９日開催の取締役会において、平成 30 年５月 17 日開催予定の当社

第 51 回定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」について付議することを決議いた

しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

株主総会の運営に柔軟性をもたせるため、現行定款第 13条（招集権者および

議長）を変更するものであります。 

 

２． 変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 30年５月 17日（木曜日） 

定款変更の効力発生日       平成 30年５月 17日（木曜日） 

 

 

 

                                     以上 
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（別紙） 

 

（下線は変更部分を示します。） 

現  行  定  款 変   更   案 

（招集権者および議長） 

第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、取締役社長が これ

を招集し、議長となる。 

 

２  取締役社長に事故があるときは取

締役会においてあらかじめ定めた順

序に従い、他の取締役が株主総会を

招集し、議長となる。 

 

 

（招集権者および議長） 

第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役最高経営責任者

または取締役社長がこれを招集し、議

長となる。 

２  取締役最高経営責任者または取締

役社長に事故があるときは取締役会に

おいてあらかじめ定めた順序に従い、

他の取締役が株主総会を招集し、議長

となる。 

 

 

 


